
令 和 8 年 5 月 21 日
都市建設常任委員協議会

資料１

専決処分の報告について

都 市 整 備 部 公 園 河 川 課

概
要

公園河川課職員が公用車で市内公園の巡回パトロールへ向かうため、市道青柳松原線を北方向へ走行
中、相手方車両が堤町二丁目8号線東側から、交差点に右折進入してきたため、公用車の右側後方ドア部
に相手方車両の左側前方部が接触した事故である。

賠償内容 専決処分年月日

令和7年12月5日 午前9時頃
堤町2-15-3地先
（市道青柳松原線） 36,277 車両修理費 令和8年4月22日

事故発生月日 発生時間 発生場所 賠償額（円）

相手方車両（損傷箇所）

公用車両（損傷箇所）

事故発生場所

〔公用車〕

〔相手方車両〕

堤町二丁目8号線

公用車 相手方車両

公
用
車

（
2
0
k
m
/
h
）

相手方

（10km/h）

（事故発生状況略図）

道
路
幅
員
約
1
0
m

（
優
先
道
路
）

直
進

道路幅員約4m

（非優先道路）

右折


